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   第 ３ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

令和７年６月19日(木曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時10分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第２号) 

議案第６号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第７号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第８号 熊本県職員等の育児休業等に

関する条例等の一部を改正する条例の制

定について 

議案第９号 熊本県税条例及び熊本県税条

例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議案第18号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第19号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第27号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第３号) 

報告第１号 令和６年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①消防力強化の取組みについて 

②空港アクセス鉄道に係る整備ルート

絞り込み案について 

③緑の流域治水の推進と五木村・相良

村の振興について 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 中 村 亮 彦 

        副委員長 前 田 敬 介 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 堤   泰 之 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

知事公室 

         公室長 深 川 元 樹 

      政策審議監 阿 南 周 三 

危機管理監 鳥 井 薫 順 

国際・くまモン局長 櫟 本 麻 理        

       政策調整監 中 川 太 介 

        秘書課長 田 浦 貴 久 

        広報課長 大 谷 智 子 

    危機管理防災課長 井 上 雄一朗 

        国際課長 𠮷 仲 範 恭 

      くまモン課長 山 田      崇 

 総務部 

         部 長 千 田 真 寿 

  理事兼県央広域本部長 

   兼市町村・税務局長 橋 本 誠 也 

 総括審議員兼政策審議監 坂 野 定 則 

      総務私学局長 工 藤   晃 

        人事課長 寺 本 和 央 

  首席審議員兼財政課長 元 田 啓 介 

    県政情報文書課長 大 石 顕 寛 

      総務厚生課長 帆 足 朋 和 

      財産経営課長 有 田 知 樹 

      私学振興課長 松 村 加奈子 

 首席審議員兼市町村課長 藤 由   誠 

      消防保安課長 楠   ゆみ子 

        税務課長 内 村 秀 之 

企画振興部 

         部 長 富 永 隼 行 
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理 事 

(デジタル戦略担当) 

   兼デジタル戦略局長 阪 本 清 貴 

         理 事 

  (球磨川流域復興担当) 

  兼球磨川流域復興局長 府 高   隆 

総括審議員兼政策審議監  

兼地域振興 

・世界遺産推進局長 柴 田 英 伸 

土木技術審議監 有 働 人 志 

  首席審議員兼企画課長 受 島 章太郎 

首席審議員 

兼地域振興課長 若 杉 久 生 

阿蘇草原再生 

・世界遺産推進課長 吉 田 二 浩 

      交通政策課長 牧 野 記 大 

空港アクセス鉄道 

      整備推進課長 宮 原 尚 孝 

   統計調査課長 上 野 成 也 

  デジタル戦略推進課長 大 村 克 之 

    システム改革課長 四方田 亨 二 

 球磨川流域復興局政策監 甲 斐 奈美枝 

 出納局 

  会計管理者兼出納局長 野 中 眞 治 

       会計課長 小 夏   香 

      管理調達課長 阿 南 秀 二 

 人事委員会事務局 

         局 長 城 内 智 昭 

       公務員課長 森   亮 子 

 監査委員事務局 

         局 長 井 藤 和 哉 

         監査監 石 井 利 幸 

監査監 天 野 誠 史 

監査監 河 野 秀 明 

議会事務局 

     次長兼総務課長 鈴   和 幸 

        議事課長 下 﨑 浩 一 

      政務調査課長 坂 本 誠 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 吉 村 修 一 

     政務調査課主幹 時 吉 啓 通 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○中村亮彦委員長 ただいまから第３回総務

常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし

た。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について、執行部の説明を求

めた後、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明及び質疑応答は、

効率よく進めるために、着座のまま簡潔にお

願いします。 

 初めに、総務部長から総括説明をお願いし

ます。 

 千田総務部長。 

 

○千田総務部長 おはようございます。 

 今回提案しております議案の概要につきま

して説明申し上げます。 

 まず、令和７年度６月補正予算でございま

す。 

 今回の補正予算は、冒頭提案分として、令

和６年度の国の経済対策への対応等に必要な

予算など82億円の増額補正であります。 

 また、追加提案分として、国の米国関税措

置を受けた緊急対応パッケージに関連する予

備費の支出に対応した予算として10億円の増

額補正、これに、今回併せて御報告いたしま

す３月補正予算の専決処分を含めまして、補

正後の予算規模は8,540億円余となります。 

 このほか、条例改正などにつきましても、

併せて御提案、御報告を申し上げます。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きまして財政課長から、また、予算の詳細な

内容及び条例等議案につきましては担当課長



第３回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和７年６月19日) 

 

- 3 - 
 

から、それぞれ説明申し上げますので、よろ

しく御審議いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 次に、財政課長から、今

回の補正予算の概要等について説明をお願い

します。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 それでは、６月補正予算の概要について御

説明申し上げます。 

 資料につきましては、総務常任委員会説明

資料、それと、先ほど部長が御説明しまし

た、今回17日に追加提案をさせていただいて

おります別冊の追加提案分の２つございま

す。 

 まず、総務常任委員会説明資料本体のほう

からお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 こちら、まず、３月補正予算としまして専

決処分を行っております御報告でございま

す。 

 上段が令和６年度予算の３月補正分、下段

が今年度当初予算の３月補正でございます。

いずれも、当初予算、２月補正の段階では計

上ができませんでした職員の派遣に伴います

宿舎借り上げ料につきまして、６年度予算に

つきまして債務設定を行い、７年度当初予算

につきまして実額の補正400万を行ったもの

でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ６月補正予算の概要でございます。 

 今回、一般会計補正予算(第２号)につきま

して、82億400万円を計上しております。 

 今回につきましては、昨年度、令和６年度

の国の経済対策を踏まえましたものの追加分

ということで、主な内容を御覧いただきます

と、まず、(1)国の経済対策への対応としま

して31億100万円、農林水産事業者への支

援、周産期医療、救急医療体制の確保等につ

いて計上しております。 

 また、その他としまして、高校生の授業料

無償化に伴う支援金の支給に８億8,900万、

食のみやこ熊本県の創造に6,000万というこ

とで51億300万、その他で計上しておりま

す。 

 下段の表を御覧いただきますと、補正前の

額、当初予算8,447億ございまして、先ほど

申し上げた３月専決分、それと今回の６月補

正、冒頭提案を含めまして、8,530億400万の

補正後の額でございます。 

 ３ページ、４ページに、まずは歳入がござ

います。 

 ４ページに、主な歳入、９番、国庫支出

金、また、15番、県債等を主に活用してござ

います。 

 続きまして、５ページ、６ページ、歳出で

ございます。 

 主な事業につきまして、補正額の説明のと

ころに記載をしているものでございます。 

 冒頭提案分まで以上でございます。 

 説明資料の追加提案分のほうをお願いでき

ますでしょうか。 

 １ページでございます。 

 先般、一般質問の最終日、17日に追加提案

をさせていただいたものでございます。 

 国の米国関税措置を受けた緊急対応パッケ

ージに基づきまして、５月27日に、国が

1,000億円の予備費の支出を閣議決定しまし

たことを受けまして、今回10億3,000万の追

加提案分を計上してございます。 

 内容につきましては、(1)番、地域の実情

に応じた支援を10億500万、その他農林水産

事業者の支援、(2)のほうで2,500万、いずれ

も全額国費でございます。特に(1)番につき

ましては、物価高騰重点支援交付金を活用し

たものでございます。 

 下段の表、補正前の額、３月専決分まで含

めたものに、今回の、先ほどの冒頭提案分の
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82億400万、追加提案分の10億3,000万、計92

億3,300万の補正になりまして、補正後につ

きましては、8,540億3,400万となるものでご

ざいます。 

 ２ページ、３ページに歳入、特に３ページ

の９番、国庫支出金、全額こちらでございま

す。 

 また、４ページ、５ページ、歳出でござい

ますが、４ページの一般行政経費のその他の

ところに主な事業を計上してございます。 

 ６月補正予算の概要は以上でございます。 

 

○中村亮彦委員長 引き続き、担当課長か

ら、議案等について説明をお願いします。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 上段の人事管理費、説明欄の人事給与シス

テム等改修費は、令和７年度税制改正によ

り、所得税の基礎控除や給与所得控除に関す

る見直しなどが行われますが、その見直しに

対応するため、人事給与システム及び庶務事

務システムの改修が必要となったことから、

増額をお願いするものでございます。 

 人事課は以上です。 

 

○松村私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 ８ページをお願いします。 

 私学振興費の増額でございます。 

 説明欄の私学振興助成費についてですが、

私立高等学校等就学支援金事業については、

私立高校生等の授業料負担を軽減するため、

就学支援金の対象とならない年収約910万以

上の世帯に対し、高校生等臨時支援金を支給

するものです。 

 私学振興課は以上です。 

 

○楠消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 説明資料、追加提案分のほうの資料をお願

いいたします。 

 ７ページの説明欄のほうをお願いいたしま

す。 

 工業振興費についてですが、エネルギー価

格高騰対策生活者緊急支援事業は、ＬＰガス

使用世帯への支援で、同様の支援としては４

回目となります。 

 今回は、世帯当たり2,000円とし、支援金

を支給する団体に対し市町村が助成を行う場

合に、その経費の２分の１を県から助成する

事業になります。 

 消防保安課は以上でございます。 

 

○牧野交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 説明資料本体にお戻りいただきまして、10

ページ、お願いいたします。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 国庫支出金返納金でございますけれども、

こちらの令和５年度物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金を活用いたしまして、令和

６年度に実施をいたしました地域交通燃料価

格高騰対策事業の事業費確定に伴う国への返

納金でございます。 

 交通政策課は以上です。 

 

○上野統計調査課長 統計調査課でございま

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 委託統計費で6,540万円の増額をお願いし

ております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 国から委託を受けて実施します国勢調査

で、当初予算に計上した国庫委託金が増額さ

れたことに伴う増でございます。 

 統計調査課は以上です。 

 

○大村デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 
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 11ページ上段をお願いいたします。 

 計画調査費について増額をお願いしており

まして、右側の説明欄、情報通信格差是正事

業費補助は、携帯電話圏外解消のための基地

局を整備する市町村に対し、国が整備費用の

一部を補助する事業ですが、県を通しての間

接補助となっております。 

 なお、今回の事業では、天草市の２つの地

区において基地局を整備することとなってお

ります。 

 デジタル戦略推進課は以上です。 

 

○四方田システム改革課長 システム改革課

でございます。 

 同じ11ページ、下段をお願いします。 

 債務負担行為の増額のお願いでございま

す。 

 事務機器等賃借につきまして、945万円余

の増額を行うものです。 

 これは、国と地方公共団体間のネットワー

クとして整備されているＬＧＷＡＮの改修に

伴いまして必要となる機器を調達するため、

債務負担行為の増額設定をお願いするもので

ございます。 

 システム改革課からは以上です。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 令和７年３月の専決処分について御報告を

申し上げます。 

 冒頭、財政課長から説明がありましたとお

り、東京事務所職員の宿舎借り上げのうち、

人事異動の確定によります２名分の追加につ

いて、上段が予算の増額補正、下段が債務負

担行為限度額の増になります。 

 企画課からは以上です。 

 

○鈴議会事務局次長 議会事務局でございま

す。 

 15ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 過走行で運行不能となるおそれがある議長

用公用車の更新に要する経費でございます。 

 議会事務局は以上です。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 議案第８号、熊本県職員等の育児休業等に

関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて、20ページの概要で説明させていただ

きます。 

 １の条例改正の趣旨でございますが、地方

公務員の育児休業等に関する法律の一部改正

等に伴い、関係規定を整備するものでござい

ます。 

 ２の主な改正内容ですが、(1)の育児休業

等に関する条例の改正については、育児のた

めの部分休業制度について、現行の１日につ

き２時間を超えない範囲内の取得形態に加

え、１年につき条例で定める時間を超えない

範囲内で、１日の勤務時間の全部または一部

について勤務しない形態を設け、そのいずれ

かを選択できるように改めるものでございま

す。 

 (2)の勤務時間、休暇等に関する条例の改

正については、仕事と育児の両立支援制度の

利用に関する職員の意向確認等について定め

るものでございます。 

 そのほか、(3)にありますように、３つの

関係条例について、所要の規定の整理を行う

ものでございます。 

 ３の施行期日ですが、令和７年10月１日か

らとし、所要の規定の整理の一部及び経過措

置は、公布の日からとしております。 

 人事課は以上です。 

 

○内村税務課長 税務課でございます。 

 21ページをお願いします。 

 第９号議案、熊本県税条例及び熊本県税条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条
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例の制定についてです。 

 24ページの条例案の概要で御説明させてい

ただきます。 

 24ページ、１、条例改正の趣旨ですが、令

和７年度税制改正に伴い地方税法等が一部改

正されたことから、関係規定の整備を行うも

のです。 

 ２、主な改正内容については、(1)のア、

法人県民税において、旧マンション建替組合

等が、御覧の３つの組合に改組、新設された

ことから、名称を変更するものでございま

す。 

 次のイ、個人県民税については、いわゆる

103万円の壁の引上げの一つとして、19歳以

上23歳未満の親族等を有する納税義務者に係

る控除を新たに設けるものでございます。 

 次のウ、県たばこ税については、加熱式た

ばこに係る課税標準について、紙巻きたばこ

と同水準とする国のたばこ税における取扱い

に伴い、所要の措置を講じるものでございま

す。 

 こうした改正に伴い、県税条例の各規定を

整備いたします。 

 ３、施行期日は、それぞれここに記載の記

述のとおりとなっております。 

 続いて、25ページをお願いします。 

 第18号議案、熊本県税条例の一部を改正す

る条例に係る専決処分の報告及び承認につい

てです。 

 28ページの概要で御説明させていただきま

す。 

 １、条例改正の趣旨は、令和７年度税制改

正に係る地方税法の一部改正等に伴い、関係

規定の整備を行うものです。 

 ２、主な改正内容、(1)軽油引取税につい

ては、みなす課税に係る課税数量の明確化を

行うものでございます。 

 (2)不動産取得税、(3)自動車税につきまし

ては、各種課税標準の特例などの減額措置

が、それぞれ令和９年３月31日まで延長され

るものでございます。 

 ３、施行期日につきましては、２(3)自動

車税のエ及びオの一部は公布の日である令和

７年３月31日、それ以外は４月１日となって

おります。 

 続きまして、29ページをお願いします。 

 第19号議案、熊本県税特別措置条例の一部

を改正する条例の専決処分の報告及び承認に

ついてです。 

 30ページの概要で御説明いたします。 

 本特別措置条例は、県内に一定の要件を満

たす工場等が設置される場合に、県税の課税

免除等を実施する根拠となっているものでご

ざいます。 

 本条例に基づく課税免除等を行った場合、

２の(1)から(3)に記載している各法律におい

て、その減収額が補塡されることとなってい

ますが、その適用期限について、(1)半島振

興法、(2)離島振興法によるものを令和９年

３月31日まで、(3)地域経済牽引事業促進法

に基づくものを令和10年３月31日まで延長す

るものです。 

 改正省令が４月１日施行のため、３月31日

に専決処分を行い、４月１日に施行したとこ

ろでございます。 

 税務課は以上です。 

 

○井上危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の報告でございます。 

 １段目の地域防災力強化事業費は、避難所

の環境改善のための啓発事業について、財源

である国の経済対策の交付金の県への交付決

定が令和７年３月末に行われたため繰り越し

たもの、２段目の防災情報通信基盤整備事業

費は、衛星通信設備及び防災行政無線設備の

整備について、入札の不調及び関係機関との

協議に不測の日数を要したため繰り越したも

のでございます。 
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 危機管理防災課は以上です。 

 

○山田くまモン課長 くまモン課でございま

す。 

 同じく31ページ、下段をお願いいたしま

す。 

 令和６年度の繰越明許費について御報告い

たします。 

 くまモンランド化推進事業費は、国の経済

対策を活用した事業の実施に要する経費とし

て、令和６年度２月補正予算により追加した

ものであり、年度内に十分な事業期間を確保

できないことから繰り越したものでございま

す。 

 くまモン課は以上です。 

 

○有田財産経営課長 財産経営課でございま

す。 

 32ページをお願いします。 

 同じく繰越明許費の報告でございます。 

 １段目の県庁舎維持補修費につきまして

は、新館特定天井改修工事の入札不調や空調

熱源エレベーター改修工事等において、半導

体をはじめとする資材の納入に時間を要した

こと等により繰り越したものでございます。 

 ２段目の県庁舎等施設ＬＥＤ導入事業費、

３段目の総合庁舎等施設整備事業費につきま

しては、振興局等へのＬＥＤ照明導入工事や

受変電等浸水対策その他工事におきまして、

半導体など事業に必要な資材の納入に時間を

要したこと等により繰り越したものでござい

ます。 

 ４段目の財産利活用推進事業費につきまし

ては、天草地域の職員住宅の集約化事業に関

して、事業内容に関する関係者との協議に時

間を要し、年度内の履行完了が困難となった

ことから繰り越したものでございます。 

 財産経営課は以上です。 

 

○松村私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 33ページの上段をお願いいたします。 

 物価高騰対策事業費は、物価高騰による光

熱費の高騰分に対する補助を行うものです

が、令和６年度２月補正予算による追加事業

であり、年度内に十分な事業期間を確保でき

なかったため、繰り越して今年度実施するも

のです。 

 私学振興課は以上です。 

 

○楠消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 同じ33ページ、下段をお願いいたします。 

 消防学校教育訓練機能強化事業費は、消防

学校の校舎及び宿舎の建て替えに合わせて行

うグラウンドなどの基本設計等につきまし

て、関係機関との協議や内容の調整に不測の

日数を要したことにより、年度内の実施が困

難となったことから、事業費の一部を繰り越

すものでございます。 

 次の物価高騰対応生活者緊急支援事業費

は、ＬＰガス使用世帯への支援に係る助成経

費ですが、財源である国の経済対策に係る交

付金の交付決定が３月末に行われたため、全

額繰越しを行うものです。 

 消防保安課は以上でございます。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 34ページをお願いいたします。 

 令和６年度の繰越明許費について御報告い

たします。 

 １段目の「環境首都」水俣・芦北地域創造

事業費は、水俣市が水俣川河口臨海部におい

て護岸整備等を行う渚造成事業等について、

建設資材の入手困難等により年度内の事業完

了が困難となったこと、また、市町が令和７

年度に実施する事業への補助について、国の

経済対策に対応し、令和６年度２月補正予算

に計上したことから、繰り越したものでござ
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います。 

 ２段目の水俣・芦北地域重点施策課題解決

推進事業費は、津奈木町が実施する事業につ

いて、物価高騰等の影響により入札が不調と

なり、その後の設計変更等に不測の日数を要

したことから、年度内の事業完了が困難とな

ったため、繰り越したものでございます。 

 ３段目の被災住宅移転促進宅地整備受託事

業費は、県が球磨村から受託して実施する同

村渡地区における避難路整備について、用地

交渉に不測の期間を要したことにより、年度

内の事業完了が困難となったため、繰り越し

たものでございます。 

 地域振興課は以上です。 

 

○吉田阿蘇草原再生・世界遺産推進課長 阿

蘇草原再生・世界遺産推進課でございます。 

 同じく34ページをお願いします。 

 阿蘇草原再生事業費につきましては、野焼

きの再開と後継者育成の支援を図るもので、

当初２月から３月中旬に予定されていた各牧

野の火入れ、野焼きが天候不良により延期と

なり、年度内の事業完了が困難となったた

め、繰り越したものでございます。 

 阿蘇草原再生・世界遺産推進課は以上で

す。 

 

○牧野交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 35ページをお願いいたします。 

 同じく繰越明許費の報告でございます。 

 １段目から３段目の地方公共交通対策事業

費、阿蘇くまもと空港国内線対策事業費、そ

れから地域交通燃料価格高騰対策事業費につ

きましては、いずれも令和６年度２月補正予

算による追加事業であり、年度内に事業完了

することが困難であるため、繰越しを行った

ものでございます。 

 ４段目のくま川鉄道災害復旧費につきまし

ては、球磨川第四橋梁の工事におきまして、

掘削中に発見されました強固な岩盤、それか

ら発生した転石によりまして、橋脚などの下

工部の建設に遅れが生じ、工程全体の見直し

が必要となりまして、また、関係機関、河川

管理者でございますけれども、協議に不測の

日数を要したため、年度内の事業完了が困難

となり、繰越しを行ったものでございます。 

 交通政策課は以上です。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 空港

アクセス鉄道整備推進課でございます。 

 同じく35ページをお願いします。 

 繰越明許費の報告でございます。 

 阿蘇くまもと空港アクセス鉄道整備調査検

討事業費につきましては、関係機関等と協

議、調整の上実施する必要があり、年度内の

事業完了が困難となったため、繰り越したも

のでございます。 

 空港アクセス鉄道整備推進課は以上です。 

 

○鈴議会事務局次長 議会事務局でございま

す。 

 36ページをお願いします。 

 熊本県議会史第10巻の原稿執筆、監修作業

等の編さん業務におきまして、編集会議議長

をお願いしていた方が昨年５月に亡くなられ

たことから、原稿執筆、監修作業等の遅れに

より、年度内の事業完了が困難となったた

め、翌年度へ繰り越したものでございます。 

 議会事務局は以上です。 

 

○中村亮彦委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 あわせて、繰り返しになりますが、発言者

の方は、マイクに少し近づいて、はっきりし
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た口調で発言いただきますようお願いしま

す。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○渕上陽一委員 10ページの、統計調査課。

国勢調査についてちょっとお尋ねさせていた

だければというふうに思います。 

 今年が国勢調査の年であるというふうに思

っております。また、直接的な事務は、市町

村でやられるというふうに思いますけれど

も、調査費の確保やインターネットの回答方

式、その促進、また――実は今日、来る前に

ＡＩに聞きましたら、いろんな問題点がずら

っと出てきたわけでありますけれども、その

ような中、熊本県のここ最近の回答率の推移

と課題について、分かれば教えていただきた

いというふうに思いますし、それに対するい

ろんな課題があるというふうに思いますけれ

ども、取組についても教えていただければと

いうふうに思います。 

 

○上野統計調査課長 統計調査課でございま

す。 

 委員御指摘の回答率につきましては、前回

の回答率につきましては、全体で37.9％とい

う回答率になっております。 

 で、これはインターネットの回答率でござ

いまして、今年度につきましては、この回答

率を一応50％まで引き上げるということで、

今、広報活動等も含めまして、周知のほうを

図っているところでございます。 

 それと、広報活動につきましては、これか

ら10月１日が調査期日になってまいりますの

で、それに向けまして、新聞等での広告も含

めまして、あと、各イベントでの周知活動、

そういったものを取り組むこととしておりま

す。 

 統計調査課は以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 大変御苦労は多いんだろう

なというふうに思いますし、多分、みんな

が、回答率はそのぐらいしかないのかという

のが率直な思いだというふうに思っておりま

す。 

 と申しますのが、国勢調査をすることによ

って、社会の現状を知るということでありま

すし、将来の姿を計画していくために極めて

重要な私は情報だというふうに思いますの

で、今回は50％を目指していくということで

ありましたけれども、多くの方から回答を得

られるように努力をしていただければという

ふうに思います。 

 もう１点、11ページの、デジタル戦略推進

課、大村課長にお尋ねさせていただければと

いうふうに思います。 

 計画調査費というのがついてますけれど

も、私たち山鹿でも、いろんなところで、ま

だまだ携帯電話の電波が途切れるところがあ

るわけでありますけれども、条件の不利地域

とは、具体的にどういうところなのか、ま

た、圏外を解消すべきところはどのくらいあ

るのか、また、今回どのくらいの箇所をやら

れるのか、ちょっと教えていただければとい

うふうに思います。 

 

○大村デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 まず、１点目お尋ねありました圏外地域の

考え方についてでございますが、まず、これ

は総務省のほうが毎年調査のほうを行ってま

いりまして、大きく２つ、居住地域と非居住

地域に分けて調査を行っております。 

 居住地域の考え方につきましては、俗に言

う４大キャリア、ドコモ、ａｕ、ソフトバン

ク、楽天モバイル、こちらがそれぞれ全て利

用できない地域、で、この利用できないとい

うのは、例えば、家の中で圏外になるという

のは対象外でして、屋外に、家の外に出ても

圏外になると、こういう地域、こういう世帯

をまず対象としているところでございます。 
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 で、非居住地域については、もともとエリ

ア外ではありますけれども、これはもう市町

村の希望をもって総務省のほうも把握をして

いるといったものでございます。 

 で、県内の携帯エリアの整備状況につきま

しては、この国のほうの調査をもってして

は、令和６年３月末時点が最新のデータにな

るんですけれども、現時点で99.9％が世帯カ

バー率というふうになっております。 

 逆に言いますと、不感エリアというのもご

ざいまして、それは、６年３月末時点で８市

町村、77世帯が不感エリアとして、県として

把握をしているところでございます。 

 で、３点目の今回の事業で、どれぐらいの

エリアが解消されるのかというふうなお尋ね

だったかと思うんですけれども、こちらにつ

きましては、もともと、今回利用している国

のメニューが非居住地域を対象とする事業で

ございまして、具体的には、天草市の小森漁

港と小高浜海水浴場、こちら周辺をエリア化

するというふうな事業になっております。 

 ただ、結果的に、こちらの非居住地域のエ

リア化をすることで、やっぱり周辺地域の近

隣の集落等にも電波及びますので、結果的

に、20世帯弱の世帯数が新たにエリア化され

るというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 その地域を選択するという

のは何か理由があったんですかね、その天草

をするというのは。ほかにも多分あるんだろ

うというふうに思いますが。 

 

○大村デジタル戦略推進課長 こちらのほう

は、やはりランニングコストは事業者が負担

していくことになりますので、これは、天草

市と、今回はドコモだったんですけれども、

ドコモが事前に協議を行っておりまして、協

議が調ったことで申請が上がってきたという

ものでございます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 本当に携帯電話は、今なく

てはならないものになっているのでありまし

て、できるだけ圏外にならぬ地域をしっかり

つくっていくことが大事だろうというふうに

思いますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。お世話になります。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 ちょっと関連してなんです

けれども、今の御説明の中で、４大キャリア

が外に出てもつながらないところが今0.9％

になるのかな。99.1％が今つながってて、残

りが８市町村の77世帯が全然つながらない地

域ということなんですけれども、そういう認

識でよかったですかね、今の説明。 

 

○大村デジタル戦略推進課長 すみません。

再度御説明させてもらいますと、まず、不感

エリアの地域は８市町村の77世帯、これが総

務省の調査で令和６年３月末の数字でござい

ます。 

 で、エリア化されている世帯数は99.9％で

ございます。 

 

○池田和貴委員 ということは、つながらな

いところは0.1％ということになるのかな。

0.1ですよね。これ、今の説明で聞いてたの

と、実際私が現場で聞いているのとかなり乖

離があるんじゃないかなというのはちょっと

感じたところです。 

 というのは、例えば、天草でいうと、もう

既に、当然ここは、いろんなところ、入ると

言われてるところでも入らないという話はよ

く聞くんですよね。 

 そういう意味では、この数字を見ていく

と、実際の現実との乖離があまりにもひどす

ぎて、ちょっとどうなのかなと、今ちょっと

説明を聞いてて思ったんですが、その辺は、
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県としては、なかなか言いづらいところはあ

ると思いますけれども、その現場との乖離は

感じてませんか。 

 

○大村デジタル戦略推進課長 今、池田委員

おっしゃったとおり、なかなか住民目線から

見ても、現場との乖離があるというのは御意

見としてあるのかなと。 

 ただ、今回ちょっと一つ、総務省の調査の

条件設定のやり方というところがあるかと思

うんですけれども、１つは、４大キャリアが

エリアマップというのを、これはもうホーム

ページ上で見ると、どこどこのエリアは通話

可能ですよというマップが出てくるんですけ

れども、あれを除外したところで基本的には

考えているというところがございます。 

 ただ、エリアの中でも、当然なかなか通話

しづらいという地域もございます。これは、

携帯キャリアの方と話しますと、やはり、何

といいますか、家の、例えば構造とか、例え

ばコンクリートの住宅だったら家の中では通

じづらいとか、また外壁とかの仕様によって

は、なかなか家の中でも電波が通じづらいと

いうようなものがあるというふうに聞いてお

ります。 

 これは、携帯事業者のほうに話をします

と、エリアマップ内での通話がしづらいとい

うふうな地域については、これは113番だっ

たと思うんですけれども、電話をすると個別

に対応いただけるというふうな話を聞いてご

ざいます。 

 例えば、微弱な電波が飛んでいる場合に

は、家の中にブースターを設置することで、

電波を増幅して音質を改善するとか、あと

は、エリアマップを作ったときには届いてた

んですけれども、例えば、強固なビルが近く

にできたとか、樹木が生育して電波を遮って

しまったとか、こういうことで、なかなか電

波が届きづらくなるような地域がやっぱり新

たに出てくる、こういう話もあるというふう

には聞いてございますので、ここら辺は、私

どもも、地域の実情を丁寧に聞きながら、必

要に応じて携帯事業者のほうと連携を取っ

て、エリアの解消につなげていきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。丁寧

な説明ありがとうございました。 

 113番に電話をすると、直接キャリアのほ

うにその情報が行くということで、これは分

かりました。 

 こういうことは、実際は市町村がやられる

んだと思うんですが、私はちょっと、やはり

ここ、考えなきゃいけないなと思ったのは、

やはり災害があったりとかしたときの通信の

手段の問題なんですよね。そういうときに、

つながってるとなっててもつながってなけれ

ば、連絡が取れなかったりとかという、当然

それはあるはずなので、そういったところを

整理しながらやっていく必要があるかなとち

ょっと思ったんです。 

 で、実際のこの予算については、別に、や

ることには、もうぜひやってくださいという

ことで問題はないんですが、ただ、そういう

問題意識が私の中に出たので、皆さん方とも

ぜひ共有できればと思ったところでございま

す。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございますか。 

 はい、橋口委員、さっき手が挙がってまし

たので。 

 

○橋口海平委員 すみません、関連してなん

ですが、ほぼ似たような意見を最初言おうと

思ったんですが、プラス、例えば、第二空港

線を空港に行くときとか、途中で必ず切れる

んですよね、上っていくときとか。 

 何が言いたいかというと、やっぱり幹線道
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路とか、そういうところとかも、先の話にな

るかもしれないんですが、そういうところも

やっぱり調べていただいて、特に空港に行く

ところとかは、今特に渋滞したりもするの

で、途中で、これ、乗り遅れたらどうしよう

とか、ちょっと空港に電話して聞いてみよう

とかという場面も出てくるかもしれませんの

で、そういうところもまずは調べていただい

て、そういう対応ができるのかどうか、そう

いうところもしていただければというふうに

思います。 

 要望です。 

 

○大村デジタル戦略推進課長 ただいま橋口

委員のほうからいただいた意見も踏まえて、

これはまた、市町村もそういう状況というの

は把握しているかと思いますので、市町村と

もここら辺は連携取りながら、声を拾い上げ

ながら、携帯事業者のほうにつなぎながら、

必要な対策を取っていきたいというふうに考

えております。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございますか。 

 

○西聖一委員 34ページの一番下の草原再生

事業のところですけれども、これは繰越しで

計上してますけれども、不用額じゃないんで

しょうか。それをちょっとお聞きしたいと思

います。 

 

○吉田阿蘇草原再生・世界遺産推進課長 こ

の事業費につきましては、２つ事業がござい

まして、野焼きができてないところの再開の

事業と野焼きの火入れをする後継者育成をす

る事業でして、もともと、年度内に野焼きを

予定されていたんですけれども、天候不良に

なりまして、ちょっと年度内にできないとい

うことがございまして、繰越しをさせていた

だきました。 

 で、これは、ただその野焼きを再開すると

か、あと、後継者の育成をするだけじゃなく

て、特に後継者育成につきましては、実際最

初座学をして、実際火入れをしてみて、最後

にアンケートを取ったりして、マニュアルを

作るところまでが事業になっておりますの

で、そのまま事業費として丸々繰越しをさせ

ていただいたものでございます。 

 説明は以上です。 

 

○西聖一委員 はい、分かりました。 

 毎年火入れ事業の予算は計上してるんでし

ょうけれども、そういうマニュアルを作ると

か、別目的の部分が繰り越しましたという話

でいいんですね。 

 

○吉田阿蘇草原再生・世界遺産推進課長 結

果的にはそのようになりました。 

 で、天候によっては、もともと、やっぱり

４月、５月まで野焼きは毎年ずれておりまし

て、今回対象としていたエリアにつきまして

は、ぎりぎり３月30日までに全て終わったん

ですけれども。先ほど申しましたように、そ

のヒアリングをして、マニュアルを作って、

事業完了報告書を作るというところまでが一

つの事業でございますので、そのまま繰越し

をさせていただいたものでございます。 

 

○西聖一委員 じゃあもう事業は完了できた

ということで解していいんですかね。この時

点で繰り越して。 

 

○吉田阿蘇草原再生・世界遺産推進課長 は

い、もう既に完了をしております。 

 

○西聖一委員 はい、了解しました。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございますか。 

 

○堤泰之委員 31ページの危機管理防災課さ

んの27番ですね。 
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 防災情報通信基盤整備事業ということで、

ほとんど翌年に繰越しになっていると思うん

です。これ、具体的な内容はどんなものでし

ょうか。 

 

○井上危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 １つは、衛星通信設備の整備でございまし

て、現在の衛星通信設備が第２世代と言われ

るシステムでございまして、実は、これが令

和９年度までということになっております。 

 で、その前に切り替える必要がございます

ので、昨年度の令和６年度と令和７年度の２

か年に分けて事業を行う予定でございました

が、昨年度の令和６年度分につきましては、

入札の不調ということになりまして、本年度

に繰り越したものでございます。 

 もう１つは、各振興局のほうに防災行政無

線の整備を行っておりますけれども、昨年度

予定していた振興局のほうへのこの防災行政

無線設備の整備につきましては、別の電気設

備との事業との兼ね合いで、調整に非常に日

数を要しまして、今年度に事業を繰り越した

ものでございます。 

 以上でございます。 

 

○堤泰之委員 その後入札はもう大体事業は

決定したというか、落札になっているんです

か。 

 

○井上危機管理防災課長 今入札に向けまし

て、不調に終わりましたことから、関係事業

者のほうにヒアリングを行っておりまして、

設計書であったり、仕様書の見直しを現在行

っているところでございます。 

 以上です。 

 

○堤泰之委員 同時でほかの自治体さんと

か、いろんなところがなっているので、多分

かなり限定されたところじゃないとできない

のかなと思ったところでした。 

 予算も含めて、ちょっと緊急の場合のこと

もあると思いますので、随時また報告いただ

ければと思います。 

 あとは、私が知っている限り、やっぱり市

町村さんによっては、防災のシステムがアプ

リになったりとか、いろいろ違ってきてるよ

うに感じます。多様性に対応できるような県

のほうのシステム開発というか、連動がしや

すいような形をちょっとは意識していただけ

ればと思います。 

 返答は要りません。以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はございます

か。 

 

○上野統計調査課長 統計調査課でございま

す。 

 先ほどの渕上委員から御質問のございまし

た国勢調査の回答率の件につきまして、少し

補足のほうをさせていただければと思いま

す。 

 先ほどお答えしました37.9％につきまして

は、国の回答率ということで御説明したとこ

ろですけれども、これにつきましては、国の

インターネットでの回答率というところでご

ざいまして、それ以外に、郵送での回答率と

いうのが41.9％ございまして、合計でいきま

すと、全体で79.8％の回答率ということにな

っております。 

 それと、熊本県につきましては、同じよう

に、インターネットでの回答率が36.4％、郵

送での回答率が42.2％ということで、合計し

ますと78.6％ということで、いずれにしまし

ても、熊本県の回答率につきましては、国の

回答率よりも下回っておりますので、引き続

き、広報等を通じまして周知を図っていきた

いと思っております。 

 統計調査課は以上でございます。 
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○渕上陽一委員 安心しました。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございませんか。 

――なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第６号から第９号ま

で、第18号、第19号及び第27号について、一

括して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外７件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外７件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りをいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が３件あっておりま

す。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○楠消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 報告資料①をお願いいたします。 

 消防力強化の取組として、県消防力強化推

進計画の改定について御報告いたします。 

 まず、左側の欄の１、熊本県消防力強化推

進計画の概要についてです。 

 本計画は、人口減少等の環境変化に対応す

る消防力を維持、確保するため、消防力強化

に必要な取組として、消防広域化の推進及び

消防の連携、協力の推進を期限を設けずに定

めています。 

 消防広域化につきましては、スケールメリ

ットが最大となる県一体制を目指す姿として

定め、連携、協力については、全県一区での

消防指令の共同運用等の推進を定めていま

す。 

 令和４年には、県計画を改定し、県一体制

以外での機運が高まった場合には、該当市町

村を広域化または連携協力の対象市町村と、

また、広域化の重点地域として指定すること

といたしました。 

 次のこれまでの取組状況ですが、県一体制

による消防広域化の実現には時間を要するた

め、消防指令の共同運用の検討を進めていま

す。 

 加えて、令和４年10月に広域化重点地域等

に指定した人吉・球磨地域におきましては、

令和７年４月から消防指令の共同運用が始ま

り、現在は消防広域化の協議を支援している

ところでございます。 

 次に、右側の欄２の有明・山鹿地域におけ

る消防指令の共同運用の動きについてです。 

 昨年12月に、有明広域行政事務組合と山鹿

市が、消防指令業務の共同運用の基本的事項

に合意され、今年４月には、山鹿市消防指令

事務協議会を設置されました。 

 こうした動きを受けまして、県では、有

明・山鹿市消防管内の７市町を連携、協力対

象市町村として指定するため、５月に消防力

強化推進計画の改定を行いました。 

 裏面には、県計画の関係部分を記載してお

ります。 

 引き続き、消防指令の共同運用実現に向

け、支援を行ってまいります。 



第３回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和７年６月19日) 

 

- 15 - 
 

 消防保安課は以上でございます。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 空港

アクセス鉄道整備推進課でございます。 

 報告資料②をお願いいたします。 

 空港アクセス鉄道に係る整備ルートの絞り

込み案がまとまりましたので、その概要を御

説明いたします。 

 １ページをお願いします。 

 １鉄道概略設計調査の趣旨・概要です。 

 (1)調査の趣旨でございますが、阿蘇くま

もと空港へのアクセスは、自動車での移動が

主であり、朝夕のラッシュ時には、想定時間

内に空港に到着できない事態が発生しており

ます。 

 こうした状況の中、今後、国際航空路線の

拡充等により、空港利用者の大幅な増加が予

想されますが、熊本市中心部と阿蘇くまもと

空港が鉄道でつながることで、熊本都市圏の

都市機能が一層向上し、半導体関連企業の円

滑な企業活動にも資することから、空港アク

セス鉄道は、重要なインフラであると考えて

おります。 

 このため、肥後大津ルートによる鉄道整備

の具体化に向け、調査、検討の深度化を進め

てきたものです。 

 (2)調査概要でございますが、今回は、整

備ルートの絞り込みについて御説明いたしま

す。 

 ２ページをお願いします。 

 整備ルートの概要図です。 

 今回、整備ルートの絞り込みを行い、鉄道

ルートの幅を、令和４年度公表時の、青色の

破線の約1.5キロメートルの幅から、赤色の

約500メートルの幅に絞り込みを行っており

ます。 

 ３ページ、整備ルートの縦断イメージ図で

す。 

 左の肥後大津駅から平面で分岐した後、盛

土構造により緩やかに上昇し、高架橋に移行

いたします。高架橋で国道57号や白川等の上

空を通過した後、高遊原台地はトンネル構造

で整備し、阿蘇くまもと空港に至るルートと

しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 分岐部(肥後大津駅)付近の概要図です。 

 分岐部では、事業費や工期に大きく影響を

与えるような大型物件、いわゆるコントロー

ルポイントを極力避けるルートとし、肥後大

津駅周辺の既存施設等への影響を最小限にと

どめることとしています。 

 ５ページ、中間部付近の概要図です。 

 中間部では、単線である鉄道の速達性を確

保するため、列車の行き違いを行う施設を整

備いたします。 

 なお、大津町において、中間駅構想も検討

されております。 

 また、環境アセスメントの知事意見等を踏

まえ、地下水への配慮等、環境対策を検討し

てまいります。 

 ６ページをお願いいたします。 

 終点(阿蘇くまもと空港)付近の概要図で

す。 

 空港駅は、開業効果の周辺地域への広がり

や将来の発展性が期待できる空港南側、敷地

外の地上に整備することとしております。 

 駅ホームの位置やターミナルビルへの接続

については、利用者の利便性を第一に、空港

管理者等の関係機関と構造や設備等の諸条件

を調整した上で、今後具体化することとして

います。 

 空港アクセス鉄道整備推進課は以上です。 

 

○甲斐政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 報告資料③をお願いいたします。 

 本件につきましては、明日の建設常任委員

会でも同様に御報告いたします。 

 まず、１、緑の流域治水の主な取組状況、

(1)球磨川流域治水協議会です。 
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 去る６月５日に第11回球磨川流域治水協議

会を開催いたしました。昨年11月５日以来の

開催です。 

 当日は、出水期を前に、国、県、流域市町

村から、球磨川水系流域治水プロジェクトの

取組状況報告を行いました。 

 引き続き、国、流域市町村と連携しなが

ら、流域全体の総合力で安全、安心を実現し

ていく緑の流域治水を進めてまいります。 

 次に、(2)川辺川の流水型ダムに係る環境

保全対策アドバイザリー会議です。 

 川辺川の流水型ダムについては、国におい

て令和３年から進められてきた法と同等の環

境アセスメント手続が昨年11月に完了したと

ころです。 

 引き続き、有識者から助言をいただきなが

ら、さらなる環境影響の最小化、環境再生、

創出に向けて取組を進めるため、国、県で川

辺川の流水型ダムに係る環境保全対策アドバ

イザリー会議を設置し、６月13日に第１回会

議を開催いたしました。 

 今後も随時会議を開催し、委員の皆様の御

助言を今後のモニタリングや環境保全措置の

具体化、河川整備に反映していく予定です。 

 続いて、(3)くまもと防災復興ウィークで

す。 

 昨年度に引き続いての取組となりますが、

６月29日から７月５日までをくまもと防災復

興ウィークと設定し、豪雨からの創造的復興

の進捗状況や緑の流域治水の取組等を発信し

てまいります。 

 また、発災日である７月４日には、県庁各

部局が一体となり、被災地の創造的復興へ向

けた取組を加速化するため、第17回となりま

す令和２年７月豪雨復旧・復興本部会議を開

催いたします。 

 間もなく、令和２年７月豪雨から５年とな

ります。さらなる防災意識の高揚のために

も、引き続き豪雨災害の教訓の発信に努めて

まいります。 

 資料の裏面を御覧ください。 

 (4)球磨川水系県管理河川についてです。 

 芦北町の吉尾川では、治水対策と新たな河

川環境の創出を両立させる取組を、流域住民

の皆様や県立大学をはじめとした研究機関と

共同で進めております。５月17日に、関係者

による川づくり座談会を昨年度から引き続き

開催したところです。 

 また、堆積した土砂の掘削など、各所で事

業を進めております。 

 次に、五木村、相良村の振興について御報

告いたします。 

 五木村では、３月25日に、五木村の振興を

確認する場を開催し、村、県、国の３者で、

“ひかり輝く”新たな五木村振興計画の令和

６年度の進捗及び令和７年度の計画について

確認をいたしました。 

 その後、確認する場で確認いたしました振

興計画の内容を村民に説明し、意見交換を行

うため、国、県同席の下、村内５地区で行政

座談会が開催されました。 

 ３つ目のポツに記載のとおり、計画に沿っ

た取組が進んでいるところでございます。 

 次に、相良村では、５月13日に、知事が村

を訪問し、村及び村議会に対して、県の今年

度における相良村振興策の取組について説明

いたしました。 

 今後も、村から提案を受けた地域振興策な

ど190項目の施策の実施に向け、スピード感

を持って取り組んでまいります。 

 報告は以上です。 

 

○中村亮彦委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

  （｢ありません」呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 次に、委員の皆様からその他で何かありま

したら、質問をお受けします。 
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 委員から何かありませんか。 

 

○池田和貴委員 それでは、すみません、ち

ょっと私のほうから１件。 

 これは、今年の３月27日に、熊本県の苓北

町にある富岡ビジターセンター、この施設が

落雷によって被災を受けまして、その措置に

ついてお話を聞いたら、これは、予算の執行

の在り方だとか、こういったことへの対応の

在り方だとか、予算の考え方だとか、そうい

ったことを、ぜひ皆さん方にちょっと聞きた

いということなので、今日は、これのことに

ついて、この場でちょっと発言をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、今年の３月27日に、落雷で、熊本県

ビジターセンターの施設が被災をいたしまし

た。これは、火災報知機、それと空調設備等

が使えなくなったということになってます。 

 で、火災報知機については、これは、消防

法により設置が義務づけられているというこ

とで、５月末には復旧をしました。ただ、空

調設備については、いまだにこれは改善をし

ておりません。 

 話を聞いたところによると、来週、もう一

度調査をした上で、すぐに復旧できる場合

と、下手をすると、さらに修理をしなければ

いけないところがあって、それをすると、９

月議会に補正予算を諮って、補正が通った後

にしか修理ができないというような説明であ

りました。 

 私が感じたのは、落雷で被災を受けたとい

うことは、これ、いわゆる自然災害で被災を

受けたのと同じようなことなので、当然、そ

れによって起きた不都合については、影響を

受ける前に修理をしてあげる、修理をすると

いうのが当然じゃないかというふうに感じて

おります。 

 私のこの考え方についてどうなのかという

のも後でちょっと聞きたいんですが、その上

で、お話を聞いていく中で、まずは、その被

災をしたときに、その所管してる課は自然保

護課なんですけれども、自然保護課が持って

いる予算で対応できるかどうかという話があ

って、それを財政課に相談したところ、流用

でしてくださいと。ただ、流用するお金が足

りないということになると補正予算を組んで

くださいという話になって、こういう形にな

ったと思うんですが、私自身は、やっぱりこ

ういうときは、そういうもともとのルールは

あるにしても、何かしら、さっき言ったよう

に、例えば空調設備であると、この暑い夏の

前に修理をするような措置が取れるような制

度だとか、予算措置だとかがしてあるべきな

んじゃないかと思います。これは富岡だけで

はなくて、ほかの県有施設についても一緒な

ので、ということを私は考えましたので、今

の制度上、今回のことがどうなってるのか、

制度何が問題だったのかということをちょっ

と財政課のほうにお尋ねをしたいと思いま

す。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 今委員御指摘の富岡ビジターセンターの件

につきまして、所管部から聞き取りました現

状、それと指摘いただきました予算の執行の

面、この２点についてお答えをさせていただ

きたいと思います。 

 委員御指摘の中にも入っておりましたけれ

ども、富岡ビジターセンター、３月27日に落

雷被災をして、その後４月に入りましてか

ら、管理を事務委託しております苓北町、そ

れと所管課合わせて現地を確認し、その後、

４月上旬に、今これも委員御指摘ありました

当課のほうに、もともと所管課としまして

は、別事業で待ち受け予算を持っていた分も

ありましたので、先ほど御指摘あった火災報

知機については待ち受け予算で対応し、空調

部分につきましては、当課とも協議をして、

予算の流用で対応するという協議を行いまし

た。これは４月上旬です。 
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 その後、事業者に対して見積書の徴取依頼

等しまして、その見積書等が整うまでに、言

わば不測の日数がちょっとかかったというこ

とで、５月に入りましてから流用手続を終え

ております。 

 その後、空調につきましては、基盤が壊れ

ているということで、この基盤の取替え、事

業者と契約を５月中にしましたけれども、こ

の基盤の納品が、今度は６月、これも先ほど

委員御指摘の来週ということになっておりま

す。 

 ここでも不測の日数がかかってしまったと

いう状況にはございますものですから、現行

のルールの中で対応してきたものの、そうい

った想定外の不測の日数によって、今遅れて

いるというのが実態かと認識をしておりま

す。 

 もう１点、これも委員御指摘ありましたけ

れども、来週基盤を取り替えたものの、状況

次第では、室外機あるいは室内機の交換も必

要になる可能性もあるという、ここにも不測

の内容が含まれておるものですから。所管課

は９月補正でということを御説明したかと思

うんですけれども、実際に、この後基盤を取

り替えた後に不具合が生じた場合の対応をど

うするかというのは、今後、当課も含めて対

応を考えたいと思っております。 

 御指摘のとおり、この暑い夏に空調なしな

のかというのは非常に厳しい状況になりま

す。所管課としては、地元苓北町と協議もし

まして、緊急対応ということで、当面の間、

スポットクーラー等で対応するという措置も

動いておりますけれども、いずれにしまして

も、本来的には、この夏を迎える前に措置を

しておくべき状況であったということ、県と

してはそういう認識でございますので、今回

の対応がどうだったのかというのにつきまし

ては、また改めて検討したいと思っておりま

す。 

 ２点目の予算の手続面について、また御説

明させていただきます。 

 今の１点目の御説明でも触れてまいりまし

たけれども、こういった落雷等の被災への対

応の予算の執行につきましては、大きく、手

段としては５つ、我々は想定しております。 

 落雷を想定しているわけではございません

けれども、基本的には、待ち受け予算を所属

で予算計上しているかどうか、ただ、待ち受

け予算については、全庁的にはあまり計上し

ていない状況ではございますけれども、まず

１点目は待ち受け予算。２点目としては、御

説明申し上げた既存予算の中での流用をかけ

るという手続。３点目につきましては、当課

で所管をしております当初予算２億円計上し

ている予備費を充用するかどうか。４点目

は、これは議会の皆さん方にも御指摘もいた

だいて、経済対策でも御指摘いただいていま

す専決処分をさせていただくかどうか、これ

は議会と執行部の信頼関係にもよりますけれ

ども、専決予算で対応するかどうか。５点目

が通常の補正予算で対応するという状況にな

るかと思っております。 

 我々財政課では、通常こういった緊急事態

が発生した場合でも、可能な限り手続面を圧

縮して通常の補正に乗せていくというのをま

ず考えておりますし、緊急的な対応につきま

しては流用で対応すると、現行ではそういう

対応をしております。 

 今回の富岡ビジターセンターの件も、その

手続面で課題があったのかどうかということ

になりますと、不測の日数がかかった部分と

いうのはあるんですけれども、手続的には通

常の扱いをしてきておる部分があります。 

 その不測の日数をどう短縮できたのかどう

かというのは、今後課題ではございますけれ

ども、全庁的な待ち受け予算もそう計上して

いない中、また、流用をかける場合でも、既

定予算の中に執行残等の流用の財源があるか

どうかというのもポイントになってまいりま

すので、ここらあたりを総合的に判断をし
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て、あるいは予備費を充用するのか、専決処

分をさせていただくのかという判断をしてい

くべきところかと思っております。 

 とかく予算のこういった手続につきまして

は、所管課のほうでもなかなか詳しくなかっ

たりというような状況もありますので、財政

課のほうが、各部の担当がおりますけれど

も、その担当のほうでしっかりケアをすると

いうことが必要かとは思っております。 

 もう１点、流用の手続に関しましては、平

成20年度に入りましてから、不適正経理の指

摘があった当時――当時は、流用の手続、財

政課に財政課長合議をするという手続が煩雑

な面がございましたので、平成22年度頃に、

各所属の裁量をかなり認めた上で、財政課に

合議はしますけれども、担当までということ

で、維持、補修的な部分等につきましても、

金額関係なく、所属の判断で流用対応できる

という手続の簡素化も図ってきたところでは

ございます。 

 ただ、そう言いながら、今回、結果として

は、この夏場にクーラーがないという状況に

もなっておりますので、先般、一般質問で知

事もお答えしておりましたサマーレビューを

今後実施してまいりますけれども、令和８年

度当初予算に向けまして、今回の事例を踏ま

えた上で、新たな予算措置が待ち受け等の予

算措置が必要なのかどうか、あるいは全庁的

にこういった事例がほかにも発生しているか

どうかも洗い直して、検討した上でまた御報

告をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 すみません。詳しく説明を

していただいてありがとうございます。 

 今の説明を聞いてて私が思うのは、予備費

はなぜこのときにすぐに使えなかったんだろ

うなというのがまず１点疑問として残りま

す。 

 これはなぜ予備費対応にならなかったの

か、ちょっとそこは教えてもらえますか。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 委員御指摘の予備費の充用をなぜしなかっ

たのかという御指摘でございます。 

 予備費につきましては、当初予算で２億円

を計上しているところでございますけれど

も、従来的には、裁判等の応訴費用等につい

て通常充用をしております。 

 この予備費につきましては、各年度で、満

額に近い執行する年もあれば、不用で残す場

合もあるという状況にございますけれども、

ある程度限られた目的に対して、緊急的に対

応するという部分はございますけれども、充

用してきておるというものでございます。 

 で、今回なぜ充用してないのかという御指

摘につきましては、４月に流用の協議を行っ

た上で、我々としては、その後速やかに、不

測の日数というところを考慮し切れてなかっ

たというのはございますけれども、流用をか

けていくことで、夏前には措置ができるので

はないかというふうに考えた部分がございま

したものですから、予備費の充用までの必要

性は我々としては考えなかったというのが実

態でございます。 

 予備費につきましては、今回充用ができな

い内容かということになると、そういうこと

ではないと思っておりますし、例えば、昨年

度につきましては、年が明けてから、雪が降

った場合がございますので、除雪費用等につ

きまして、土木部で7,000万ほど予備費を充

用したという実績もございますので、緊急的

な対応が必要なときには予備費を充用すると

いうこと自体は十分可能な部分だと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。 

 そこの予備費の使い方の、いわゆるそのル

ールというか内規というか、そこはやっぱり
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私は検討してもらいたいなというふうに思い

ます。 

 今回は不測の日数がかかったのでというこ

とでしたが、ただ、現実には、今のここまで

来ても、こういう状況変わってないわけです

から、それが、いわゆるその原課から訴えが

来てないのか、訴えしづらいのか、そういっ

たことも踏まえて、ここをちょっと考えても

らいたいなというふうに思ってます。これは

要望です。 

 続いて、もう少し質問をしたいんですが、

であればですよ。県有資産が、いわゆる長寿

命化を図りながらやってて、かなり古くなっ

てるというのは皆さん共通認識だと思うんで

すよ。とすると、落雷も含めて、こういった

事態が県有施設で起こることは想定しておか

なきゃいけないと思うんですね。そのときの

待ち受けの予算を各部で持つのか、それとも

県有資産の分であれば、ここに財産経営課が

あるので、財産経営課である部分、ちょっと

待ち受けの予算にするとか――これはすみま

せん、私は皆さん方みたいに行政の中にいる

わけじゃないので、外からなんですけれど

も、そういうことも考えられるんじゃないか

というふうに思っておりますので、そこは検

討していただきたいと思います。 

 もう１つ私が今回気になったのは、実は、

これは保険かかってたんですよね。てこと

は、後で保険金下りてくるわけだから、もっ

と本当はその予算とか関係なく早くできるん

じゃないかと思ったんですけれども、そこは

どうなんですかね。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 まず、所管課との財政課の関係において、

相談しづらいとか、そういうところは我々も

非常にお答えしづらい部分があるんですけれ

ども、我々は柔軟にそこは対応しているつも

りではございます。 

 

○池田和貴委員 分かりました。 

 

○元田財政課長 ただ、その予算の執行のノ

ウハウの部分で、当課のほうでしっかり後を

追っていくという対応は引き続き必要なのか

なと思っております。そこはちょっと改善を

していきたいと思っております。 

 御指摘ありました、総務部内で、財政課、

それと財産経営課がございまして、財産経営

課のほうで、施設全部ではありませんけれど

も、規模等の要件を踏まえて、保険を加入し

ておると。で、今回につきましても、保険が

適用されることは分かっております。 

 ただ、これは実際には、その補修等執行し

た上で、それに応じた上で、一定程度の部分

が保険で適用されるということになってまい

りますので、そういう意味で、委員御指摘の

とおり、後から返ってくるんだからという御

指摘の分は、当然そういうことだと思ってお

ります。 

 ただ、保険で返ってくる部分ではございま

すけれども、まずはその執行する歳出予算が

必要ということになりますので、そうなりま

すと、その財産経営課のほうで一括をして待

ち受け予算等を計上するのか、あるいは、先

ほど御指摘のあった予備費充用等で対応する

のか、このあたりにつきましては、令和８年

度の当初予算に向けて、改めて全庁的に検討

した上で、どういった形にするのか、現行の

ままいくのかどうかも含めて、検討の上で改

めて御報告をさせていただけたらと思いま

す。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。 

 すみません。財政課に話しづらいというの

は、ちょっとすみませんね。 

 今の元田さんのキャラクターだったら言い

やすいかなと私たちは思ってるんですけれど

も、すみません。 
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 その上で、やはり制度的に、やっぱりそこ

は相談できるような、やっぱりそういうとこ

ろはつくっておいてほしいなと思います。 

 というのは、暑いんですよ。この湿気があ

る中で、今も、これは、ビジターセンターに

来られる方も、クーラーない中で見てもらう

ことになるわけでしょ。中に入って働いてい

る人もクーラーない、この湿気のある中で勤

務しなきゃいけないんですよ。まだこれが続

いているということは、こういうことはやっ

ぱり私は問題じゃないかと思ってるんですよ

ね。 

 これは、私がたまたま天草市選出で自分の

選挙区の苓北町でそういうことがあったから

言ってますけれども、これは苓北のことだけ

じゃなくて、県下全てのときでもやっぱり同

じように対応すべきだと思いますので、ぜひ

ここは全庁的に私は考えていただきたいと思

います。 

 以上です。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 今の委員の御指摘、しっかり踏まえまし

て、これも冒頭申し上げた、県として、今回

の対応が問題ないのかということを考えます

と、不測の日数をどう見込むべきだったのか

という点については、我々としても課題が残

っていると思っております。 

 所管部としましても、本来的には今の状況

でいいのかということはしっかり受け止める

必要あると思うんですけれども、委員おっし

ゃったとおり、富岡城を見に来られた多分イ

ンバウンドのお客さんがビジターセンターに

来て、サウナみたいなところに入って、こん

なところ二度と来るかというようなことにな

るのはよろしくないと思いますので、当面の

間の対応も含めてですけれども、しっかりと

対応するということを含めて、引き続き検討

してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 よろしくお願いします。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございますか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書等が６件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第３回総務常

任委員会を閉会いたします。 

  午前11時10分閉会 
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